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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正の内容】
【００５３】
　したがって、ある設計では、ＣＳＩ－ＲＳの送信は、ＣＳＩ－ＲＳサブフレームと称さ
れる、制限された数のサブフレームに限定されうる。ＣＳＩ－ＲＳサブフレームの数は、
異なるセルにわたる所望のＣＳＩ－ＲＳ衝突率に基づいて選択されうる。例えば、前述し
たように、すべてのセルからのＣＳＩ－ＲＳ送信を同じサブフレームに制限することは、
衝突の確率が高くなりうるが、ＵＥ１２０のバッテリ・パフォーマンスの向上に役立ちう
る。ある設計では、ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム・セットからのラジオ・フレーム内のペー
ジング、同期信号、またはＰＢＣＨを含むサブフレーム、すなわち、ＦＤＤモードにおけ
るサブフレーム｛０、４、５、９｝は、これら制御信号との潜在的な干渉を回避するため
に、ＣＳＩ－ＲＳを伝送することから除外されうる。
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